
(建設リサイクル法による事前説明と同時に説明する場合のかがみとして使用します。)

（特定解体工事発注者用）



(建設リサイクル法による事前説明と同時に説明する場合のかがみとして使用します。)

（特定解体工事元請業者用控え）


